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[お問合・お申込先] グループホームみのり山荘（担当/渡辺･菅沼） 

   〒５０３－０４０１岐阜県海津市南濃町津屋１４９２－２(オレンジハイツ内) 

                TEL ０ ５ ８ ４ － ５ ８ － ２ ０ １ １  FAX ０ ５ ８ ４ － ５ ８ － ２ ０ １ ２                         

テーマ 
『変えないもの 変えるもの』 

日時：2011 年３月 10 日（木）10：00～16：30 

会場：ハートフルスクエアＧ ２Ｆ 大研修室（岐阜市橋本町） 

定員：100 名 

  参加費：あみ会員・賛助会員 2,000 円 

  非会員          3,000 円 

ユーザー・学生    1,000 円   

  （会員事業所のユーザー 無料） 

 

交通のご案内 

 JR 岐阜駅より徒歩 2 分。（駅構内から２Ｆ連絡通路で通じています。） 

名鉄岐阜駅より徒歩 5 分。 

 車でお越しの場合、南側の駐車場入り口より、3F 駐車場をご利用下さい。 



＜プログラム＞
9:45～　　　開場・受付
10:00～　　 主催者挨拶　全国精神障害者地域生活支援協議会　東海甲信ブロック理事

　10：10 実行委員挨拶（事務連絡）
10:10～　 あみ活動報告

NPO全国精神障害者地域生活支援協議会　代表　伊澤雄一　

10:40～ 厚生労働省行政報告
厚生労働省社会・援護局　精神保健福祉部

　14：０0

11:40～

12:30～ 分野別情報交換会「大いに語ろう！！参加者の誰もが話題提供者！！！Part３」
①居住支援事業グループ
②就労支援事業グループ
③地域活動支援事業グループ
④相談支援事業グループ

　15：２0

16:00～ まとめの会

閉会

NPO全国精神障害者地域生活支援協議会（あみ）2010年度ブロック研修会（東海甲信）申込書
□ 会員・賛助会員
□ ユーザー・学生
□ 会員事業所ユーザー
□ 非会員

都 道
府　県

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（ＦＡＸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊分野別情報交換会希望欄にはプログラムの①～④のグループ番号をお入れ下さい。

＊参加費（あみ会員・賛助会員2,000円、ユーザー・学生1,000円、非会員3,000円）は当日受付にてお支払下さい。

＊周辺の飲食店が混雑する場合があります。昼食はお持ちになることをお勧めします。

＊周辺の駐車場は有料です。また混雑する場合がありますので公共交通機関をご利用下さい。

＊参加の可否につきましては、申込み多数によりご参加頂けない場合のみご連絡いたします。

（ふりがな）

ご所属

   当ブロック研修会で大好評の「大いに語ろう！！参加者の誰もが話題提供者！！！」の第３弾です。
   グループに別れて「変えないもの　変えるもの」など日常の話題を取り上げます。15:45

11:40

   新たな障害者福祉の時代へ向けて「変えないもの　変えるもの」は？各グループからの報告です。

   法制定までのしくみについて（これまでとの変更点など、新法制定や予算に関する状況について
　ご報告して頂きます。

第一希望 第二希望

16:30

分野別情報交換会希望グループ

連絡先

障がい者制度改革推進会議　総合福祉会レポート　～いち構成委員として・・・～

お申込先　グループホームみのり山荘　〒５０３－０４０１岐阜県海津市南濃町津屋１４９２－２（オレンジハイツ内　渡辺）

　ＴＥＬ　０５８４－５８－２０１１　　ＦＡＸ　０５８４－５８－２０１２

参加区分
お名前

16:30

10:40

12:30
   休　　　　憩　（　昼　　食　）

＜開催にあたって＞

「障害者総合福祉法（仮称）」制定に関する動きとしては、2011年4月には、新法の骨格整理に着手すること

とされています。それに向けて部会および課題別作業チームにおいては、法の理念・目的、支援体系、地域移

行、地域生活支援の整備、報酬体系等々、さまざまな重要課題についての論議が集中的に進められています。

これまで私たちは、精神障害のある人たちの地域での生活に焦点を定め、地域で暮らす一人ひとりの生活の

「多様性」や「可変性」に応じた支援の充実をめざしてきました。

新法制定に向けての動きを踏まえ、そこに対応しつつ、これまでのそして今後の支援の在り方について検証




